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未登記家屋に係る所有権移転申請書
令和　　　年　　　月　　　日

由利本荘市長　様
　　　　　　　（引渡し年月日）
　　　原　　因　　令和　　年　　月　　日　　売買　･　相続　･　贈与　･　その他（　　　　　　　）　　　　　　

添付書類　　相続人関係説明図　　遺産分割協議書等　　売買契約書　　贈与証明書　印鑑証明書
　　その他原因に起因する証明書等　　(写しでも可)

	所　在　地
	種　類
	構　造
	床　面　積　　(㎡)

	
	
	
	1階
	2階以上
	計

	由利本荘市
	
	　造　　階建
	
	
	

	由利本荘市
	
	　　造　　階建
	
	
	

	由利本荘市
	
	　　造　　階建
	
	
	


　下記のとおり所有者を変更しましたので、家屋補充台帳を移転(変更)するよう申請します。
新所有者　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（TEL　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　 氏　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　単有・共有　(持分　　／　　) 

　　　　　　　     　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（TEL　　　　　　　　　）
　　　　　　　　     氏　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　単有・共有　(持分　　／　　)
旧所有者       　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（TEL　　　　　　　　　）
　　　　　　　 　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　単有・共有　(持分　　／　　)
　　　　　　　     　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（TEL　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　     氏　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　単有・共有　(持分　　／　　)
＊この届出書は、固定資産税を課税するために必要な事項を由利本荘市長に届け出るためのもので、不動産登記法の登記とは関係ありませんのでご注意ください。

＊第三者に対して所有権を主張するためには、法務局に登記の申請をする必要があります。

	提　出　書　類
	所有権移転事由

	
	相続
	売買
	贈与

	未登記家屋に係る所有者移転申請書　（表面）
	○
	○
	○

	相続関係書類（相続人関係図・法定相続情報・戸籍　の写し）　（※１）
	○
	―
	―

	遺産分割協議書・遺産分割協議証明書の写し　　（※２）
	○
	―
	―

	遺産分割・売買・贈与に関係する全員の印鑑登録証明書の写し（※３）
	○
	○
	○

	売買契約書の写し（贈与の場合は贈与証明書）
	―
	○
	○


○印の書類について提出が必要です。捺印は実印となります。所有権移転事由により異なりますのでご注意下さい。

(※１)は、被相続人と相続人等の関係が分かる図（家系図のようなもの）の写しが必要です。
遺産分割を行わずに相続した場合には、相続人を特定できる書類（法定相続情報、戸籍、遺言書　など）を提出してください。なお、この場合は遺産分割協議書、遺産分割協議証明書、印鑑登録証明書の写しは不要です。

(※２)は、遺産分割に関係する書類の写しが必要です。
①遺産分割協議書による相続の手続きを行われた場合は、すべての方々の書類の写しが必要です。
②遺産分割協議証明書による相続の手続きを行われた場合は、実際に相続する人以外の相続人全員の遺産分割協議証明書の写しで問題ありません。
当該未登記家屋の所有者が明確にわかるものが必要となりますのでご注意下さい。

(※３)は、所有権移転事由が相続である場合には、提出の遺産分割協議書または遺産分割協議証明書に署名・押印のある方々の印鑑登録証明書の写しが必要です。
所有権移転事由が売買・贈与である場合には、権利者と義務者双方の印鑑登録証明書の写しが必要です。
　
	処　理　欄
	【確認項目】

· 添付書類

· 異動連絡票

（ 土地・家屋 ）

· 固定資産課税台帳　　

· その他(　　　　)　
	新所有者コード
	
	受付印
	処　理　日

	
	
	旧所有者コード

(旧納税義務者ｺｰﾄﾞ)
	
	
	令和 　年 　月 　日

	
	
	
	
	
	担当者
	確認者

	
	
	物件番号
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


